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相
談
体
制
な
ど
の
周
知
を
徹
底

制
度
の
形
骸
化
を
防
ぐ

　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
案
へ
の
対
応
と
し
て
、相
談
窓
口
や
苦
情
処
理
委
員
会
を
設
置
す
る
こ

と
は
必
須
の
取
組
み
で
あ
る
。し
か
し
、よ
り
重
要
な
の
は
そ
れ
が
職
員
に
十
分
に
周
知
さ
れ
、

必
要
な
際
に
実
際
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
だ
。一つ
の
パ
ワ
ハ
ラ
事
案
を
機
に
、職
員
に
対
し
制
度

の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
東
村
山
市
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

相
談
体
制
の
確
立
は	

迅
速
だ
っ
た
が
…

　

東
村
山
市
で
は
１
９
９
９
年
、
セ
ク

シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
基

本
方
針
を
定
め
、
指
針
や
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
等
を
策
定
、
相
談
・
苦
情
担
当
窓
口
や

苦
情
処
理
委
員
会
を
設
置
し
た
。

２
０
１
５
年
に
は
、
こ
の
体
制
を
セ
ク
ハ

ラ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
パ
ワ
ハ
ラ
や
マ
タ
ニ

テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
も
含
め
、
広
く

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
全
般
に
対
応
す
る
も
の
と

し
、「
東
村
山
市
に
お
け
る
職
場
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
手
引
き
」を
作
成
、

公
表
し
た
。
手
引
き
で
は
、
セ
ク
ハ
ラ
・

パ
ワ
ハ
ラ
の
分
類
・
類
型
の
説
明
や
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
向
け
た
職
員
の
責
務

な
ど
も
掲
載
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
た

際
に
は
、
相
談
・
苦
情
窓
口
か
所
属
長
、

ま
た
は
直
接
、
人
事
課
に
相
談
し
、
こ
こ

で
対
応
困
難
な
場
合
は
、
苦
情
処
理
委
員

会
に
申
し
立
て
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
相

談
ル
ー
ト
が
明
確
に
な
っ
た
。

　

相
談
・
苦
情
窓
口
を
担
当
す
る
の
は
、

市
長
が
選
任
す
る
職
員
５
名（
人
事
課
保

健
師
を
含
む
）と
、
市
職
員
労
組
が
推
薦

す
る
職
員
５
名
の
計
10
名
だ
。
苦
情
処
理

委
員
会
は
、
総
務
部
次
長
や
人
事
課
長
な

ど
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
に
関
連
す
る
部
署

の
管
理
・
監
督
職
４
名
と
女
性
管
理
職
１

名
、
市
職
労
が
推
薦
す
る
職
員
5
名
の
計

10
名
で
構
成
さ
れ
、
事
案
調
査
や
審
議
を

行
う
。

　
総
務
省
の
調
べ
＊
で
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
防

止
法
が
施
行
さ
れ
た
20
年
６
月
１
日
時
点

で
、
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
な
い
自
治

体
は
、
市
区
町
村
で
は
全
体
の
４
割
近
く

に
上
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
東

村
山
市
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
応
の
迅
速
さ

は
、
際
立
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
せ
っ
か
く
つ
く
っ
た
こ
の
体

制
が
、
職
員
の
間
で
十
分
に
周
知
さ
れ
ず

形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
が
、
一
つ
の
パ
ワ

ハ
ラ
事
案
で
露
呈
し
た
。

パ
ワ
ハ
ラ
を
議
員
に
直
訴	

市
議
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

　
16
年
８
月
、
職
場
の
上
司
か
ら
パ
ワ
ハ

ラ
を
受
け
た
管
理
職
の
職
員
が
、
そ
の
こ

と
を
前
述
の
相
談
窓
口
な
ど
の
相
談
ル
ー

ト
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
、
市
議

会
議
員
に
訴
え
た
。

　
こ
の
パ
ワ
ハ
ラ
事
案
に
つ
い
て
は
、
市

議
会
の
質
問
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
相
談
体
制
や
事

実
関
係
に
つ
い
て
厳
し
い
追
及
が
あ
っ
た
。

特
に
議
会
の
答
弁
で
は
、
個
人
情
報
に
留

意
し
な
が
ら
事
実
関
係
等
に
つ
い
て
慎
重

に
経
緯
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ほ
か
、

職
員
の
間
に
も
、
職
場
の
こ
と
が
議
会
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、
少
な
か
ら
ぬ

動
揺
が
広
が
っ
た
。

　
結
局
、
こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
苦
情

処
理
委
員
会
を
開
催
し
、
当
事
者
や
関
係

者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
う
え
で

事
実
認
定
を
行
い
、
複
数
の
職
員
が
懲
戒

処
分
を
受
け
る
事
態
と
な
っ
た
。

相
談
体
制
を
改
め
て
周
知	

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
修
に
も
注
力

　

こ
の
事
案
を
機
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
体
制
を
、
職
員
に
対

し
改
め
て
周
知
徹
底
す
る
こ
と
が
急
務
と

な
っ
た
。

　

相
談
体
制
を
わ
か
り
や
す
く
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
化
し（
図
１
）、「
手
引
き
」に
掲

載
し
直
し
た
。
こ
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
、

後
述
す
る「
事
例
集
」や
職
員
の
健
康
づ
く

り
計
画
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
、
人
材
育
成

計
画
に
も
掲
載
し
た
ほ
か
、
人
事
課
安
全

衛
生
係
が
２
カ
月
に
１
回
発
行
す
る「
安

全
衛
生
ニ
ュ
ー
ス
」で
も
、
繰
り
返
し
紹

介
し
て
い
る
。
ま
た
安
全
衛
生
委
員
を
通

じ
、
２
年
に
１
回
、
変
更
さ
れ
る
相
談
・

苦
情
窓
口
担
当
者
の
名
前
と
所
属
を
広
く

浸
透
さ
せ
る
と
い
う
取
り
組
み
も
行
っ
て

い
る
。

　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
知
識
を
、
よ
り
わ
か

東
京
都
東
村
山
市

事
例
─
●❶

総務部人事課長の濵田義英さん
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り
や
す
く
伝
え
る
工
夫
も
行
っ
た
。「
手

引
き
」で
の
、
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
の

分
類
・
類
型
を
、
文
章
に
よ
る
説
明
か
ら
、

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
化
す
る
と
い
う
改
良
も

そ
の
一
つ
だ（
図
２
）。
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

と
自
分
の
行
為
・
言
動
を
照
ら
し
合
わ
せ
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
の
か
が
、
判

断
し
や
す
く
な
っ
た
。

　
セ
ク
ハ
ラ
と
パ
ワ
ハ
ラ
の「
事
例
集
」も
作

成
し
た
。
パ
ワ
ハ
ラ
に
つ
い
て
は
、「
暴
言
」

「
執
拗
な
非
難
」「
威
圧
的
な
行
為
」な
ど

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
具
体
的
な
言
動
や

行
為
例
を
列
挙
し
た
の
に
加
え
、
パ
ワ
ハ
ラ

防
止
に
役
立
つ
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な

図1　新たに作成された相談体制のフローチャート

図2　「手引き」に新たに掲載されたパワハラのチェックリスト 

ど
の
コ
ラ
ム
も
掲
載
し
た
。「
手
引
き
」は
、

約
７
９
０
人
の
正
職
員
だ
け
で
な
く
、
嘱

託
や
再
任
用
職
員
に
も
配
付
、「
事
例
集
」

は
管
理
職
に
配
付
し
、
課
内
閲
覧
と
し
た
。

ま
た
庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
を
通
し
て
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ

イ
ル
を
い
つ
で
も
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
研
修
の
対
象

も
、
こ
の
事
案
を
機
に
、
全
階
層
に
拡
大

し
た
。
一
般
職
は
入
庁
時
に
、
係
長
・
課

長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
昇
任
し
た
タ
イ
ミ
ン

グ
で
受
講
す
る
。
さ
ら
に
課
長
級
以
上
、

理
事
者
ま
で
を
対
象
と
す
る「
ト
ッ
プ
セ

ミ
ナ
ー
」で
も
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

と
絡
め
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
学
ぶ
。

ま
た
、
相
談
・
苦
情
窓
口
の
相
談
員
と
苦

情
処
理
委
員
会
の
委
員
に
も
、
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
研
修
の
受
講
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
加
え
て
、
毎
年
３
月
と
６
月
の「
綱

紀
粛
正
月
間
」で
は
、
３
年
に
１
回
、
全

職
員
を
対
象
と
す
る
人
権
啓
発
研
修
を
実

施
し
て
お
り
、
そ
こ
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
関

連
の
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。

　

人
事
課
内
に
は
、主
に
係
長・課
長
昇
任

時
に
の
み
受
講
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
修
を
、

在
任
中
も
繰
り
返
し
受
講
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
声
も
あ
る
。今
後
の
さ
ら
な

る
研
修
の
充
実
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

今
後
も
制
度
の
周
知
を	

着
実
に
続
け
た
い

　
こ
れ
ら
一
連
の
対
策
の
効
果
は
ど
う
か
。

　

苦
情
処
理
委
員
会
へ
の
申
し
立
て
は
、

数
年
に
１
件
程
度
で
あ
り
、
認
定
ま
で
至

る
ケ
ー
ス
は
さ
ら
に
少
な
い
と
い
う
。
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
件
数
は
、
相
談
者
が
苦
情

処
理
委
員
会
へ
の
申
し
立
て
を
望
ま
な
い

事
案
や
、
所
属
内
で
解
決
し
人
事
課
に
報

告
が
上
が
っ
て
こ
な
い
事
案
も
あ
る
た
め
、

正
確
に
は
把
握
し
難
い
が
、「
少
な
く
と

も
、
相
談
ル
ー
ト
は
職
員
の
間
に
周
知
さ

れ
た
と
思
い
ま
す
」と
、
総
務
部
人
事
課

長
の
濵
田
義
英
さ
ん
は
語
る
。
濵
田
さ
ん

は
さ
ら
に
、
こ
う
も
付
け
加
え
た
。「
今

後
も
制
度
の
周
知
を
着
実
に
続
け
、
形
骸

化
す
る
こ
と
だ
け
は
絶
対
に
避
け
た
い
と

こ
ろ
で
す
」。

　
ど
ん
な
に
優
れ
た
制
度
で
も
、
放
置
す

れ
ば
形
骸
化
す
る
。
ま
し
て
や
、
普
段
は

本
来
業
務
と
は
直
接
関
係
し
な
い
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
関
連
の
庁
内
通
知
等
に
、
一
般
の

職
員
が
し
っ
か
り
と
目
を
通
す
こ
と
は
、

残
念
な
が
ら
あ
り
得
ず
、
形
骸
化
の
お
そ

れ
は
、
よ
り
高
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
繰
り

返
し
の
周
知
が
欠
か
せ
な
い
│
│
。
こ
れ

が
、
東
村
山
市
の
事
例
か
ら
学
ぶ
べ
き
教

訓
と
い
え
そ
う
だ
。

※ハラスメント苦情処理委員会では、必要に応じ、外部の医師や弁護士等から意見を聴く
ことができる旨が、新たに定められた。


